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Ⅰ

今日しば しば論じられている ｢安楽死｣とか,あるいは近年ではむしろ ｢耳

厳死｣(DeathwithDignity)という吉葉のほうが好まれているけれども,こうした

問題は現代の医療技術の進歩に ともない,人工的 な延命処置(Artificial

ProlongationofLife)の是非をめぐってますます切実なものになっている｡現代医

学の発展によって,ひとの生命は以前にまして伸長可能になったが,反面,こ

のことは患者やその家族の苦 しみを増加させる結果ともな り,医療措置が単に

生命を伸長させる効果しかないのであれば,むしろ死を選ぶほうが個人の専厳

のためにはよいとも考えられる｡安楽死は,ひとが権利としてみずからの死の

時を決定できるか否かをめぐって争われるのである｡

安楽死はどのような場合にも許容されるのではない｡延命処置によって死の

遅延をはかったとしても,単なる生命的存在として生きながらえるだけで,哩

性的な能力がもはや失われてしまったときにだけ認められると考えられる｡つ

まり,一個人の人格の同一性が保持できない場合にかぎられるわけである｡こ

のように人間の ｢尊厳｣は ｢人格｣(person)の保持を第一条件 としている｡たと

えば,カントは

己の人格を他人の選択意志に委ねる以外には,己の生命を一層長く保持

しえない人は,他人の選択意志に物件として身を委ねることによって,

己の人格のうちなる人間性の尊厳を汚すよりは,むしろ己の生命を廃棄
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するように義務づけられている｡1)

と述べている｡ここでは人間の尊厳性は人格にもとめられているのであるが,

われわれが注目したいのは,かりにカン ト的な立場から ｢尊厳死｣をとらえよ

うとするな らば,現代のいわゆる積極的安楽死と消極的安楽死との区別,つま

り医師が薬物を患者に注入することによって死にいたらしめるケースと,患者

に対しては直接手を加えることなく,治療を放棄することによって患者の死を

導くケース との区別にもとづいていうと,ただ消極的な安楽死のみが認められ

ることになるということである｡言うまでもなく,カントは ｢汝殺すなかれ｣

という命法を至上とする義務論的な(deontological)見地にたって自殺を禁止する

ので,他者による直接的措置 として安楽死させることも同じ理由か ら許されな

いように思われる｡つまり,カント的な人格主義は直接手をくださないことに

よってのみ守られるわけである｡そして,このような考えかたは,消極的安楽

死と積極的安楽死との倫理的差異について疑念を表した J ･レイチェルズなど

の少数の例外はあるものの,今日ではおおかたの支持をうけていると言うこと

ができるであろう｡ しかしながら,われわれが注 目したいのは,舌代の哲学者

たちに目をむけるとき,ス トア派の哲学者たちがカントと同じように死を前に

しての人間の ｢尊厳性｣を主張していながら,しかし消極的と積極的のような

区別はさほど重要ではなく,多くの場合には消極的安楽死は問題にすらされな

かった点で,われわれ現代人の見方とはかなり隔たりがあるように思われるこ

とである｡われわれが古代に立ちかえって,あらためてこの間題について考え

なおそうとする理由もこのあたりにある2)｡

ところで,この安楽死は自殺とはむろん異なる問題である｡自殺 とは,自己

が自己を死にいたらしめることであるのにくらべて,安楽死は自己の死を他人

にゆだねることだか らである｡そして一般には, 自殺については,古代におい

てはたいていの哲学者たちがこれを否認 して,ただ例外的にス トアの学徒たち

がこれを許したと考えられている3)｡他方,今日しばしば論議の対象 となって

1)小西･永野訳 『カント倫理学講義』200頁 (Menzer,P.,196)

2)消極的安楽死と雑種的安楽死との倫理的差異を認めない点でわれわれの立場はJ･レイ
チェルズのそれに近い｡しかし,本稿の意図はJ･レイチェルズを擁護することにあるの

ではないし,氏のその他の見解を支持するものでもない｡

3)鹿野治助 ｢ストア哲学においてちょっと怪許なことは自殺を許したことである｡ストア

哲学の理想の賢者とも言うべきソークラテ-スは,自殺を肯定しなかった｡｣ (121貢)

｢ストア哲学の､またエピクテートスにおいても例外でない特色は､神意に沿い､自然に
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いる安楽死 についてはというと,こちらのほうはおおくの哲学者たちによって

認められていたとい うのが,哲学史の常識的な見方のようになっているのであ

る｡われわれがこの小論において論証しようとす るのは, このような一般の主

張のうちにみられる一種の言葉の混同に関するものである｡というのも,安楽

死と自殺に関する今 日的な理解 とは異なって,古代哲学においては安楽死が自

殺の一種 としてみな されているように思われるか らである｡そして,以下の議

論はこの点 についての検討にあてられる｡ところで,安楽死の問題はこのよう

な歴史的考察だけでは最終的で十全な解答があたえられる とは言えないであろ

う｡しかし,これまで安楽死についてかわされた論議をみ るかぎりではこの方

面の研究がいかにも少ないというのが現状であるので,この問題そのものを正

しく理解す るために も,われわれが試み ようとす る考察もけっして無益ではな

いと思われる4)0

ⅠⅠ

言うまでもなく,安楽死(h thanasia)はギリシア語に由来する吉葉であるけれ

ども, もともとは文字通り ｢よき死｣ の意味であって5),これが治癒不可能で

非常な苦痛に悩まされている患者が安らかな死をむかえるために,死期を早め

てやるとい う意味でもちいられ るのは,英語でも1860年代 にはいってからのこ

とであることに注意 しなければな らない6)｡日本ではおそらく森鴎外が 『高瀬

舟』の稿末に付したあとがきが最初の用例ではないかと思われる｡

従来の道徳は苦 しませて置け と命じている｡しかし医学社会にはこれを

非とする論がある｡即ち死に顔して苦しむ ものがあった ら,楽に死なせ

かなった自殺であった｡｣ (124頁)ショーペンハウエル ｢ところで,ストア派の書いた

ものをみると,私たちは,彼らが自殺を高貴で英雄的な行為として賛美しているのをみい

だす｣ (parergaundParalipomenaII13"UberdenSelbstmord")

4)ここで論じようとするケースは,病気の末期的な状態にある人間に対する処置に関する

事例にかぎられる｡安楽死にはたとえば嬰児殺しのような事例もむろん含まれるが,後に
述べるように,古代において非任意的なケースが倫理的問題としてあっかわれることはほ

とんどなかったからである｡cf.Carrick,P.128-9,139.

5)oEDによるならば,euthanasiaの初出が1646年,今日ではあまり用いられないeuth anasy

が1633年になっている｡

6)oEDは･inrecentuse･としてLecky,W･E･H･,AflistoryofEuropeanMoralsfromAugustusEo

charlemagne,1869を初出にあげている｡
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て,その苦を救ってやるのがよいというのである｡これをユウタナジイ

という｡楽に死なせるという意味である｡ (現代表記に改める) 7)

鴎外が述べている事例は自殺ではなく他殺である｡自殺は,くりかえし言う

けれ ども,自己自身によって自己を死にいたらしめることであるのにたいして,

安楽死は他者が当の人間にかわって,その人を死にいたらしめることである｡

しかも,死なせるのが当の人間以外のほかの人間である点に,安楽死問題の難

しさがあると考えられるわけである｡ところが,安楽死と自殺とは歴史的にみ

るとかならずLも明確に区別されているわけではないようである｡その理由に

ついて考えてみたい｡まず第一に考えられるのは,いま述べたように,近代に

いたるまで今日問題にされるような ｢安楽死｣を表す青葉が存在しなかったこ

とである.古代ギリシア語にはユウタナシアー (ebOovctGia)あるいはその形容

詞エウタナ トス (etlOdv(lTOG)や動詞エウタナティン (ebOαVαTe-tv)といった語

形がたしかに存在する｡しか し,それらは英語で最初につかわれていた意味と

同じように,安らかな死を意味するのみで,医療に限定されるような言葉では

なかったようである｡それほどおお くはない用例の中からいくつかをみると
8)

(1)極悪人のリュキスコスがりっぱな死をむかえたために,当然ながら

たいていの人々はこう言って運命をとがめた｡善きひとがうけるべき算

であるよき死 (et拍avaGtCEV)を時にはもっとも悪しきひとにあたえてし

まうと｡ (ポリュビオス 『歴史』32.4.3)

(2)人間が神々にもとめて祈ることでは,よき死 (etlOavcwiaG)にまさ

るものはなにもない｡ (ボシデイツボス断片18)

(3)よき老年とよき死 (et)Octvaoia)こそ人間のあずかる善の最たるもの

だが,不老にして不死なる本性のもの [神]は,これらのいずれももっ

ことはない｡ (ユダヤのフイロン 『アペルとカインの供物について』

lCK))

(4)神はわれわれに数えきれないほどの性質をおくりたもうたが,神ご

7) ｢附高瀬舟縁起｣,1916年 [大正 5年]

8)pandoraによるThesauruSLinguacGraecae(TLG)の用語検索は,沸岡剛氏の協力をえた｡
(ただしTW はギリシア語文献のデータベースであるので,ラテン帝文献のCicero,

EpistulaadAtticum,16.7のような用例は検索できない｡)
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自身はそのいずれにもあずかることはないのだ｡すなわち,不生であり

ながら生成を,欠けるところがないのに養いの糧を,等 しさのうちにあ

るのに増 大を,不死に して不老 であるのによき老年 とよき死 (

e心0αvaoiqv)をおくりたもうたのだ｡ (クレメンス 『雑録集』5.ll)

これらをみると,エウタナシアーはよき老年とともに神によって人間にあたえ

られるものであって,患者の死期を早めてやるというような意味ではない｡ギ

リシア哲学者による用例もいくつかあるので,念のためひろってみると,

(5)すぐれた人だけがよき老年をむかえ,よき死をえる (ei)Oα∨(meAtv)

ことができる｡ よき老年をむかえることとは徳にかなったしかたでなん

らかの老年をお くり,よき死をえることとは徳にかなったしかたでなん

らかの死をむかえることだからである｡ (クリュシボス断片601)

(6)よき死をむかえるひ と (et)OcwctてOiivpmG)の場合に魂が平静に肉体か

ら離れていくように-0 (マルクス ･アウレリウス 『自省録』10.36)

といった使われかたをしているが,これ らは上記のものとほとんど違いはない

といってよいであろう｡他方,安楽死について明確に述べた個所としてもっと

もよく知られている例は,プラトンの 『国家』で医術のあ りかたについて論じ

たなかにあるが,ここではエウタナシアーは用いられていない｡

内部のすみずみまで完全に病んでいる身体に対しては,養生によって少

しずつ排推させたり注入した りしながら,惨めな人生をいたずらに長び

かせようとは試みなかったし,また,きっと同じように病弱に違いない

彼らの子供を生ませなかったのである,と｡そしてむしろ,定められた

生活の過程に従って生きて行 くことのできない者は,当人自身のために

も国のためにも役に立たない者とみなして,治療を施してやる必要はな

いと考えたのである,と｡. (ⅠⅠⅠ407D)

つまり.患者自身に健康を回復するだけの力があればまたもとの仕事に復帰す

ることになるが,その力がない場合には, ｢死んで面倒か ら解放 される｣

(406D)ほうが賢明であると考えられているわけで,ここでは任意的な安楽死

が想定されていると言ってよいであろう｡しかし,これは明らかにこれまでの

エウタナシアーの文脈とは異なっていることがわかる｡後にみられるように,
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プラトンは安楽死のこの明白な事例をむ しろ自殺の議論のなかでとりあつかっ

ているのである｡

今日のわれわれが任意的ではない,つまり当人の意志にもとづくのでない安

楽死の典型的な例とするのは,言 うまでもなく嬰児殺人(infanticide)である｡上

の407Dの一文では,プラトンは国家の福利のためだけでなく,個人の幸福のた

めにも,いたずらに延命処置を施すことはよくないととしているようであるが,

基本的には全体の利益が個人のそれよりも優先されるとみられている｡したがっ

て,生まれてくる子供についても,その子に欠陥があると判断されたときには,

処分されるべきだという発言 (IV4eOC)も同じ思想にもとづいている｡同時に

この間題については,古代ではボリスの安寧をはかるためにはこのような嬰児

を生きなが らえさせることが事実上不可能であったという事情も考慮しなけれ

ばならない.エーゲ海のケオス島では食糧を確保するためにの歳を超えた市民

はすべて服毒 自殺 を命 じられたした とい うス トラポンが伝えている記辛

(Sb･abon,10.5.6)は,同じような視点から考えなければならないであろう｡ところ

で,この嬰児に関する処分は言うまでもなく現代の医療にとって重要な論題の

ひとつに数えあげられているのであるが,われわれの論及からはむ しろはずさ

れるべき問題である｡というのは,古代ではこのような非任意的安楽死のケー

スは,今述べたように,多くの場合ポリスの存続上不可避的な事柄 とみなされ

て,この間題が倫理的問題として狙上にのぼることはほとんどなかったと言っ

てよいからである｡ したがって,ここでは患者本人の意志にもとづいた自発的

な安楽死のみを問題にすることにしたい｡

ⅠⅠⅠ

第二のより重要な理由として考えられるのは,今日的な意味での安楽死の思

想は自殺の問題から完全に独立したものではなく,むしろ自殺の一種として,

これに包含されるかたちで論じられていたことにある｡suicide(自殺)という言

葉は,ラテン語に由来する語形をとってはいるが,実際にはこのような語は古

典ラテン語にはない (おそらく昔のローマ人にはsuicitkは豚殺しに聞こえたであ

ろう)0 OxfordEnglishDictionaryによると初出は1651年になっているけれども,

英語のsuicideは㌍lトmurderの意味であって古典語よりもはるかに意味がせまいこ

とが注意されてよいであろう｡有名な社会学者デュルケムは,自殺の意味とし

て ｢犠牲となる者自身の手によってはたされる,積極的あるいは消極的な行為

から直接的ないし間接的に結果し,しかも犠牲者がその結果をつくりだすべき
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ことを承知しているようなあらゆるケースの死｣9)を考えているが,このデュ

ルケムの定義はむしろ古典語にあてはまるものであって,たとえば祖国のため

にあえて死を選ぶとか殉教死などは今日の自殺の意味からははみでるものと考

えるのがふつうであろう｡ ｢自己自身に対する義務を遵奉するために己の生命

を賭して敵に相対 し,己の生命をも犠牲にすることは自殺ではない｣10)と述べ

たカントのほうが,むしろ今 日の用法にちかいとみることができる｡他方,ラ

テン語で自殺をあらわす表現として,たとえばキケロがもちいた mors

voluntariall)は自発的,任意的な死を一般に意味する言葉であったし,あるいは,

よりひろくもちいられたuim adre汀e(infe汀e)sibi(suaeuitae)12)にしても,かなら

ずLも自分の手でみずからを死にいたらしめることを合意 してはいなかった｡

ギリシア語の場合には,自殺に相当する語形が確定するのは古典期よりもあと

であるが13),その言葉の用いられかたに関して言えば,ラテン語と同様である｡

要するに,古代におけるその用法は今日では自殺 とはみなされないような死を

も含み,ひ とが任意的に選ぶ死にかた全般を指す ような広い意味であったとい

うことである｡そして,任意的安楽死と現代ではよばれているものも,古代で

は自殺の一種とみなされていた｡この点について以下において確かめてみたい｡

自殺については,プラトンは 『パイ ドン』と 『法律』の二個所でこれを論じ

ている｡まず, 『パイ ドン』ではピュタゴラス派のピロラオス (前 5世紀)の

説として自殺の禁止を語る｡

この問題 [自殺]に関する秘教的な教義によると,われわれ人間はひと

つの囲いの中に見張りをされているものであって,けっしてかってに自

9)Durkheim,E･,Introducdon1Htoutcasdemortquirisultedirectementouindircctementd･un

actepositifounegatif,accompliparlavictimeelle-mimeetqu-ellesavaitdevoirproduirece

resultat."cf.Griffin,M.(2]69.

10)小西 ･永野訳192頁 (Menzer,P.188)

ll)adFam'.I,･a,es,7.3.3,deFinL･bus,3.6ユ. ただし,ストア派について述べる文脈では,キケ

ロは "euitaexcedere"をもちいている0

12)0,fordLLZtt･nDictionary,ad‥uis,,(2b)

13)ソクラテスやクセノボンがもちいたのははるかに一般的な表現であった｡もっとも古い
自殺の用例をさがすと,ホメロス 『オデュッセイア』第11歌のいわゆる ｢ネキュイア｣

におけるエビカステ (イオカステ)の自殺 (271ff.)やアイアスの自殺 (548ff.)があげら

れるが,自殺をあらわす直接の表現はない｡
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分をこの監視下から解放した り,逃亡した りしてはならないのだと言わ

れている｡--われわれは神々から見まもられているのであって,われ

われ人間は神々の配下にある家畜のひとつだということだ｡ (62B)

この秘教的教義がピュタゴラス教団の教えである とすると,この説はピロラオ

ス個人のものというよりは,むしろ教団そのものに帰せられるべきかもしれな

い｡デイオゲネス ･ラエルテイオス (Ⅶ185)によれば,ピロラオスはピュタゴ

ラスの教説 をはじめて一冊の書物にした とされているから,ここではじめて自

殺禁止の思想がおおやけにされたのだと考えることもできる｡ただ し,この対

話欝についての古代の注釈家たちはこの点についてなんの言及もしていないし,

またこの作品に登場するケべスが,自殺禁止の詳 しい理由についてはピロラオ

スから直接はなにも聞いていないという発言をしているから (61DE),上に引

用した理由づけはソクラテス (あるいはプラトン)の創作とみることもできる｡

つまり,この説がどこまでが ピュタゴラス派に属するのかを明確にすることは

できないわけである｡われわれはこのような詮索についてはこれ以上立ちいら

ないことに して, 『パイ ドン』で語られていることだけで考えてみるほうが賢

明であろう｡ところで,このソクラテスの発言はかならず Lも自殺の全面的な

否定にはなっていないことに注意 しなければならない14)｡上栂の個所のす ぐあ

とでは,

げんに今ぼくにあたえられているような運命の必然 (dvd†叩)を神が下

したまうまではみずからのいのちを絶ってはならない｡ (62C)

と語られているからである｡ここでいう ｢今ぼくにあたえられているような運

命の必然｣ とは,ソクラテス自身の刑死のことでなければならないから,かれ

は自分の運命を自殺 とみていたことになるのである｡われわれはふつう刑死を

自殺とはみなさない｡けれども,当時のアテナイでは刑の執行は毒人参をすり

つぶしたもの(hemlock)を死刑囚が自分で飲むとい う形態でおこなわれていたか

ら,そこにどのような宗教的意味づけが されているのかはわからないけれども

15),ともか く刑死はみずからの手で死ぬとい う意味で,広義の自殺とみなされ

14)これを全面的な否定と見る解釈者もいる (Carrick,P.,Coo°er,∫.M.)｡誤解の淵源は新

プラトン派にあるようである｡cf.Cooper,∫.M.30-32｡

15)ぁるいは,たとえ女性でも楽に死ぬことができる方法として開発されたのかもしれない
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ていた言わなければならないであろう16)｡さらにまた,この62Cの発言からソク

ラテスは自殺が許される場合のあることを認めていたことになるが,そのよう

な ｢運命の必然｣の具体的な例は,プラ トンの晩年の作である 『法律』第九巻

にみることができる｡ここでは対話者のアテナイからの客人が,自殺者に対す

る刑罰を語 っているが,ここでもやはり自殺を全面否定していないのは 『パイ

ドン』の立場と同じである｡

わたしが言っているのは,天から定められている寿命を無理や りに奪い

去って,自殺した者のことです｡つまりそれは,(a)国家が裁判にもとづ

いてこれを科したのでもなければ,また恥)ひじょうに苦しく逃れること

のできない運命に見舞われて,やむをえずに (dvc(yKa血 iG)そうしたの

でもなく,さらには(C)救われる見込もないし,生きてもいられないほど

の辱しめをなにか受けたからというのでもなくて,(d)怠惰や男らしさに

欠けた臆病のために,自分自身にこの不当な罰を科した者のことなので

す｡ (873C)

ここで自殺もやむをえないとされている場合のうち,ソクラテスの刑死は(a)に

相当し,われわれが問題にしている安楽死は(b)に含まれることは明らかである｡

『法律』では自殺が とくに国家に対する犯罪行為のひとつ とみられている点が

新しく注目される点であろう｡ただし,国家に対する犯罪は同時に神々に対す

る罪である と考えられているのであるか ら,基本的な立場は 『パイ ドン』のそ

れと変わらないと言うことができる17)｡

IV

つぎにス トアの思想家たちについて,彼らがソクラテスやプラトンの立場と

(Aristophanes,RaMe,1050f･)cf･Mair,A.W･291

16)cf･Hackforth,R･,36,n･41"ItisimpliedthatSocrates,sdrinkingofthehemlockwasa

self-inflicteddeath,despitethecompulsion.",Griffin,M.,L2],70.

17)この点はアリストテレスの場合も同様であって, 『ニコマコス倫理学』でも自殺を遵法
として,貧乏や恋愛やなんらかの苦しみから逃れて死ぬことは勇気がないためで,悪しき

ことからの逃避でしかないと断じている (ⅠⅠⅠ7,1116a12ff.)｡これも逆に青えば,自殺の
許される例を認めていることになるであろう｡ただし,アリストテレスには明確な発言が

みあたらない｡
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異なるのか どうか検討してみたい｡まず,ストア哲学の前身とも言 うべきキュ

ニコス派の場合を一瞥することにすると,プラトンでは自殺が市民 としての犯

罪行為であるととらえられていたのにくらべて,前三世紀以降では,独立共同

体としてのボリスが次第に意味をうしない,政治からはなれた一個人としての

生きかた,あるいは死にかたがむしろ重要になってくる｡キュニコス派では個

人の自由がもっとも尊重されるようになるのであるが (DL.ⅤⅠ71),これは自

由に対して否定的な発言をくりかえしたプラトンと対照的とも言える｡つまり,

彼らが自殺の問題に対処するとき,個人をポリスの単位として考えるプラトン

的な理念に訴える必要はなかったわけである｡しかし,彼 らも軽少な理由から

自殺を奨励 したわけではない｡デイオゲネス ･ラエルテイオスによって伝えら

れている言葉を引くと,

(1)人生を生きるためには,理性をそなえるか,それとも (首をくくる)

輪索を用意しておかなければならない｡ (DL.Ⅵ 24).

(2)愛欲の情 (エロス)をおさえるものは,飢えか,さもなければ,時｡

しかしもし,これらのものも役に立たないのであれば,首吊りの索｡

(DLVI86)

と述べられている｡(1)の引用はシノペのデイオゲネスで,(2)はス トアの祖ゼ

ノンの師であるクラテスの言葉であるが,安易に自殺を薦めているのではない

というのは,このデイオゲネスが病をえて苦しんでいるときに,なぜ死んで楽

にならないのかと問われると,

(3)この世にある間になすべきこと,言うべきことを心得ている人間は,

生きていてしかるべきなのだ｡･-･言うべきこと,なすべきことが分かっ

ていない君などは,死んでしまうのが結構なことだが,それらのことを

心得ているわたしは,生きていなければならぬのだ｡ (アイリアノス

『ギリシア奇談集』xll)

と返答した と伝えられているからである｡これらの言葉は,理性的な人間のみ

が生きるに価し,その他の人間は自殺が似つかわ しいとい う意味で読まれるべ

きではない｡むしろ,人間にとっては理性的であることがもっとも肝要であり,

理性を失った人間は生きるに価しないということで,安易な自殺に対する警鐘

にもなっている｡キュニコス派の立場が,理性的な人間には自殺がふさわしい
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とするス トアの思想と正反対であるとみる解釈もあるけれども18),これはまっ

たくの誤解と考えられる｡

自殺の問題がとくにス トアの哲学者たちとの関連で語られるわけは,その開

祖と目されるキティオンのゼノンから,拳闘家だ ったクレアンテス,タルソス

のアンティパ トロス (DL.IV64),セネカにいたるまでの,じつに四人の哲学者

が自殺を遂げているからであろう｡この うち舌ス トアについてみると,老年に

なったゼノンはつまづいて倒れ,足の指 (または手の指)を折った｡そこで彼

は大地を拳で叩いて, 『ニオペ』の中か ら, ｢いま行くところだ｡ どうしてそ

うわたしを呼びとめるのか｣ という一行を口にして,その場で自分で息の根を

とめて死んだという (DL.ⅥⅠ28).クレアンテスもまた,歯茎の病気のため絶食

していたが,医者か らもう食事をとることを許可 されたとき,自分はすでに人

生の道のりをあまりにも遠くまで歩みすぎてしまったと言って,絶食をつづけ

死んだという (DL.ⅤⅢ176)｡われわれがこのような記事を読むかぎりでは,そ

こには自殺の賛美のようなものはみいだせないようである｡古ス トアの自殺に

ついての見解にふれているのは次の個所である｡

賢者は,理性にかなったしかたによってなら,(1)祖国のためにも友人た

ちのためにも,みずからの命を断つであろうし,また(2)激しい苦痛に襲

われるとか,手足を切断されるとか,不治の病にかかるとかした場合で

も,そうするだろう｡ (DLVII130)

ゼノンは明 らかに自分に起きた出来事を,死ぬべき時がきたという,神からお

くられた合図と解しているが,このような運命の必然が神によってあたえられ

たときにかぎって19),自殺を認めようとするわけである｡ス トア派の人々は,

自分たちの思想の典型をソクラテスのうちにみて,その生きかた,そしてとく

にその死にかたを理想としており,自殺についての見解もまた,当然ながらそ

の基本的なところでは一致していると考えられる｡

ところで,ス トア派については次のような疑問がおきる｡もし理性的な人間

には自殺がふさわしいのだとすれば,自殺はただ賢者についてだけ許され,,

その他の一般の人たちはどのような状況にあっても生きていなければならない

18)たとえば,Rist,∫.M.,240.

19)ゼノンはDL.Ⅷ28の記事を信用するならば98歳で死んだという｡クレアンテスもDLⅦ

176によるとゼノンと同年齢で死んだことになっている｡
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のではないか｡つま り,彼らの自殺論はただ少数の者の特権として語られてい

るにすぎないのではないかという疑問である｡これは後-/二世紀のプルタル

コスが 『ス トア派の矛盾について』において提起 した問題点であるが,ス トア

派の言う理性的な人間すなわち賢者をある特定の人間に限定する必要はない｡

キケロによれば,彼らは自殺を ｢義務｣(dficia)20)に関連させて論じているが,

これは賢者,愚者の区別な しに適用されることがらである21)｡つまり,自殺は

あらゆる義務 (あるいは, ｢ふさわしいこと｣)のひとつ として,すべての人

間によってはたされるべきものだということになる｡賢者 とは万人がもつ理性

を十分に発揮した人のことであり,愚者 とはその力を発挿せぬままにおわって

しまう人のことであ り,そのいずれになるかの可能性はすべての人間にふくま

れているのである｡

Ⅴ

ローマのス トア派の哲学者の議論には,共和制末期に保守派を代表しカエサ

ルに対抗するが,敗れて自殺 した政治家小カ トーの死が,ソクラテスに比肩し

うるもの としてしば しば賛美されなが ら登場する｡そのひ とつはキケロの

『トウスクルム荘対談集』 (Ⅰ71-5)で,彼自身はス トア派とはいえないが,若

いときにパナイテイオスのもとで学んだこともあって,中期ス トア派を知るう

えで貴重な資料となっている｡プルタルコスを信用するな らば,小カ トーは死

の直前に 『パイ ドン』をくりかえし読んだとされているか ら (『カ トー』67-

8),ソクラテスの死をみずからの死のモデルとして考えていたと十分に想像で

きる｡キケロは,神の許しな しにはなんぴとも死ぬことを許されないが,小カ

トーにはそのような正当な理由(Causaiusta)があたえられたのだと言っている｡

新ス トアで同じように小カ トーをすぐれた自殺の例として言及しながら,自

殺について くりかえし語った思想家は言 うまでもなくセネカである｡このこと

は,ローマの政争のただなかで彼が生きたことを考えれば当然とも言えるが,

皇帝ネロの命によってセネカは後65年自殺 している22)｡新ス トアが古ス トアと

ちがうのはなんといっても資料がまとまったかたちで残されていることである

20)cicero,DeJinibus,3.60-1(officiaはギリシア請のて叫 KOVTCEにあたる)

21)cicero,DeojPcL.um,3.15-6.

㌶)そのありさまは歴史家タキ トウス 『年代記』15.62-4やカッシウスのデイオ62.25が伝え

ている｡
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が,新ス トアがおこなったことは,古ス トアの思想のいわば通俗化であり,し

ばしば諸家によって指摘される両者のちがいは,表面的な ものあるいは強訴点

の相違でしかないものが少な くないように思われる｡いまセネカの著作や書簡

から,自殺について見解を述べた個所をいくつか列挙してみると23),

出口は開いている｡おまえたちが戦いたくないならば,逃げだしてもよ

いのだ｡だから,わたしがおまえたちに必要だと考えたあらゆるのこと

のうちで,死ぬことよりも容易なことはなにひとつつくらなかったので

ある｡ (『摂理について』6.7)

われわれの言いたいことは, どんな屈従的な状況にあっても,自由の道

は開かれているということである｡心は悲 しんでも,みずからの過誤ゆ

えに悲惨であっても,自分で悲惨を終わ らせることができるのだ｡

(『怒りについて』3.15.3)

ひとが新ス トアについて述べるときに,セネカの立場をス トアの伝統的な見解

を逸脱した特別な ものとみる傾向があるけれども24),上記の発言は古ス トアに

みられるものと大きなちがいはない｡そ して,セネカの場合にも, どんな自殺

も是認され るわけではなく,無分別な死がやはり諌められているのは他の哲学

者と変わらないと言える｡

わたしは苦痛のゆえに自分の身に手をかけることはしないであろう｡そ

のような場合には死に負けているのである｡けれども,わたしが永久に

苦しまなければならないことがわかれば,この世から出ていくであろう｡

それは苦痛のせいではなく,わたしがそのために生きているいっさいの

ものにとって.そのことが妨げとなってしまうからであるO (『道徳書

簡集』58.36)

つまり,自殺にいたるためには必要な条件がみたされねばならないわけである｡

新ス トアでセネカと並んで注目すべきはエピクテ トスである｡エピクテ トスも

23)新ストア派の発言を集録したものとしては,Gris6,Y.がもっとも詳しい｡以下にあげる

のはその一部である｡

24)cf,Rist,J.M.,246-250このような見方に対するいくつかの有効な反論は,Griffin,M.,【1】

,374-376,383-388にみられる｡
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また他のス トア派と同様に,神意に沿い,自然にかなった自殺を容認している｡

もしわたしがそれほど悲惨であるならば,死ぬことは (難をさける)港

である｡このもの,すなわち死は,あらゆるものから逃れる港であり,

避難所である｡ (『談論』4.10.27)

神が合図して,君たちをこの奉仕から解放してくれるとき,そのときこ

そ神のところ-立ちさるがいい｡だが,現在のところは我慢して,神が

君たちを酉己置 したその場所にとどまっているのがいい｡ (『談論』

1.9,16)

すでにみたように, 自殺は ｢ス トア独特の｣ (鹿野)特色ではない｡ソクラテ

スが自殺を認めているのは神が人間に運命の必然 (ewdyq)をおくる場合であっ

たが,ゼノンは自分の指の骨折をそのような ｢神の合図｣ とみなして自殺した

し,エピクテ トスも同様である｡この点はセネカにおいては完全に無視されて

いると一般にみられている25)｡たしかに,セネカは神の合図の必要性について

エピクテ トスほど明確に主張 していないが,彼が認める自殺はつねに ｢そうす

るのがよいと思われたかぎり(cum visum eri上)での退却｣ 26)でなければならなかっ

たわけで,その意味においてセネカもまた正統なス トア学徒のひとりであった

と言うことができる｡

新ス トア派から自殺の肯定 されるべき条件を選びだしてみると,大体におい

て三つのケースにわけることができる｡

(1)国や友人たちのために自己を犠牲にしなければならないとき｡これは古ス

トアにおいてもあげられているケースであるが, ｢祖国のために死んで,自分

とひき換えにすべての同市民の安全を買う｣ 27)ことは, 自殺のひ とつにかぞえ

25)cf.lust,J.M.,247.

26)EpisEulaeMo,ales,117,21 このような留保とみられる個所は,同書簡集の69,6(siitares

suadebit事情がそのように薦めるのであれば),26,10(quandoresexigetいつか事態が強
要するのであれば),14.2(cumexigetratio理性が強要するさいには),24,24 (cumrado

suadetfinire理性が生を終わらせるように説得するさいには)がある｡cf.Griffin,M.[1〕

374-5,Grise,Y.211n.91ただし,これらの吉葉は神の合図を ｢暗示｣するにとどまるもの

である｡

27)Ept･stuLaeMoraLes,76･27,･propatriamoriarisetsalutemommiumciuiumtuarcdimas･,
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あげられている28)0

(2)慢性的で苦痛をともなう病気や老年による衰弱に悩むなどの場合｡これも

古ス トアがすでにあげていた条件であり,安楽死が合意されている｡セネカも

『道徳書簡集』の うちのいつかの手紙のなかで29)くりかえし請っていたことで

あるが,これは病床にあるものに安易な自殺を薦める意味のものではなく,上

に引用した 『道徳書簡集』58.36で言われていたように, ｢苦痛のせいではなく,

わたしがそのために生きているいっさいのものにとって,そのことが妨げとなっ

てしまう｣ケースにかぎられる｡

(3)死によって個人の尊厳が失われるのを防ぐことができる場合｡古ストアで

は言及されていないが,これもすでにプラトンがそのひとつにかぞえていたケー

スである｡これにはたとえば女性が自殺のほかに辱めをまぬがれることができ

ないような場合が考えられるだろう｡ローマ人のルクレティアの自殺が当時よ

く知られていた例であり,アウグステイヌス30)をして悩ましめた問題でもあっ

た｡セネカはこれとは別に,奴隷となることを強いられて自殺したスパルタの

青年の例をあげている31)｡ここでもセネカは自由oibertas)を語っているけれども,

その自由とはその個人の尊厳(dignitas)を守るためのものであって,無抑制な自由

のことではけっしてない32)｡そして,これこそが ｢わたしがそのために生きて

いるもの｣にほかならないであろう｡このようにみると(3)のケースは三つのな

かのひとつであるよりは,むしろそれらに根拠をあたえるものと考えることが

できるのではないかと思われる｡個人の尊厳は人格(persona)によって示されると

いう思想は,中ス トアのパナイテイオス33)によって詳細に研究され,キケロな

どをとおして新ス トアの哲学者たちに影響をあたえたのであるが,後にふれる

ようにエピクテ トスもまたそのひとりであった34)｡

28)用例としてはLycurgus,Con'ra･Leocrat･84ff･Mair,A･W･‥27参照｡

29)EpistuLaeMoraLes,30,61･

30)Augusdnus,DeCivL･tateDet･,I19･

31)EpistulaeMoraLes,77,14151

32)cf･Englert,W･,78-91

33)cicero,Deonicit･S,IIO7121･

34)ストア派がしめしたこれらの条件を整理したものが 『未刊行資料集』 (cramerAnecd.

paris.TV403-SVF768)にあるので,念のために以下に示しておきたい｡ひとがこの世を

去るための ｢理にかなった自殺｣ (eLLoyo;立ちay叩i)としてここで考えられているのはつ
ぎの五つである｡
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VI

次により重要な問題について考察しなければな らない｡ス トア派が ｢エウロ

ゴス ･エクサゴーゲー｣として承認したこれらのケースは,どのような根拠に

もとづいているのか という問題である｡つまり,安楽死も含めて自殺はいかな

る理由から認められたのかということである｡この間題についてはいくつかの

理由を想定することができる｡

まず,第一にはス トア派では死は生や,快苦,健康や病気とならんで,善悪

とは直接に無関係なもの (d8tdoopa) とみなされていることがあげられる｡死

がそれ自体 として悪でなければ,死を恐れる必要 もないということになる｡そ

して,死が恐怖されるべきものでないとすれば, 自殺が是認されても不思議は

ないと思われるからである｡ しかしなが ら,ス トア派はすべての自殺を認める

わけではないから,特定の自殺を許可する理由としては十分ではないであろう

35)｡死が恐ろしいものではな く,自然死と自殺とにおおきな相違がないとして

も36),自殺が ｢エウロゴス｣であるための根拠にはならないからである｡

第二に考えられる理由は,人間の自由意志が自殺を保証しているということ,

言いかえれば,自殺によって人間は自由であることの証しがえられるというこ

とである｡ とくに新ス トアの哲学者たちが生きた弱肉強食の時代にあっては,

どんな隷属的な状態にあっても唯一ひらかれた出口はみずからの死であったか

ら,自殺こそ ｢自由の証し｣ として真に魂を解放 させるものだとい うことにな

る37)｡ところで,この自由は新ス トアにおいてはじめて自殺との関連で論じら

(1)祖国に危機が迫って,身を犠牲にすることをピュティア (神託)が命じるような
場合｡
(2)独裁者によって恥ずべきことをなしたり,語るのもはばかるようなことを言うよ
うに強要されたような場合｡

(3)病気が長びいて,精神がその道具である身体をもちいるのにおおいに障害がしょ
うじた場合｡
(4)貧困のため｡

(5)正気を失ってしまった場合｡

35)また,死が悪でないということだけに限定して言うならば,ソクラテスもまた 『弁明』

(29AB)において主強していたことでもある｡

36)｢死がわれわれにくるのも,あるいはわれわれが死にいくのも,なんら変わりはない｣

(Seneca,EpistulaeMoraLes,69.6).

37)ここで言う自由とは,自分で行動することができること (鴎ou血 cI山07EPaYia;)であり,
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れているというのが一般の見方である38)｡たしかにキュニコス派や古ス トアに

おいて自由は自殺とは直接にむすびついてはおらず,新ス トアになってから自

殺こそ自由意志の発現であるとい う思想があらわれる39)｡自殺によってえられ

る自由- これは激 しく変動する政界を前にしてセネカやエピクテ トスがとっ

た処世法に含まれるものとも考えられよう｡ただ し,古ス トアは新ス トアにく

らべて資料がさまるかにすくないから簡単には断定できない｡とくにエピクテ ト

スの個所は,自分の言葉としてではなくキュニコス派からの引用として語られ

ていることに注意しなければならないであろう｡また,セネカはちょうどソク

ラテスが死が魂の身体からの ｢解放｣ であると言ったのと同じような意味で自

由という言葉をもちいているようである40)Oとにか く,新ス トアにおいてそれ

が強調されているのは事実であるが,それが新ス トアにおける新しい思想であ

ると断定することはむずかしいように思われる｡ さて,この自由は自殺にいた

るための根拠たりうるかとい うはじめの問題にかえると,これも十分な根拠で

あると言うことはできないであろう｡たしかに自殺によって自由はえられると

しても,ス トア派の哲学者たちがこれだけのために自殺を是としていないこと

は明らかだからである｡それが十分な根拠であるためには,上にあげたいくつ

かのケースをより根本的に説明しうるものでなければならない｡

ス トアの哲学では,人間らしい生きかたとは理性をそなえた人間 として生き

ることであるが,それは人間 としての ｢尊厳｣を保持しつつ生きることにほか

ならない｡エピクテ トスが髭を剃れ,さもなければ首を切ろうと言われたら,

首を切られるほ うを選ぶと答えるのが, ｢人格｣ (7甲600)7mV)にかなったこと

だと述べている (『談論』1.2.27-30)｡そこで,第三の,そしてもっとも正しい

理由として考えられるのは,この尊厳や人格が失われなければならないことが

明白である場合に,自殺が認められるということであろう｡7tPdcIO7tOVは言葉ど

おりには ｢マスク｣であるが,そのひとの本来の人間性を指し,同じくマスク

を意味するpersonaによってラテン語化されて,キケロなどをつうじて後に近代

の人格概念-と受けつがれるが,上記の条件も,基本的にはこのような尊厳の

喪失が個人の存在意義の喪失を結果させるということを意味するものでしかな

い｡そして,この尊厳を失わないための最後の手段が ｢自殺｣であった｡この

隷属とはその欠如をいう (DL.VⅢ121)｡

38)Rist,JIM･,248,Englert,W.,77･

39)seneca,DeProvidenEl.a,6･718Epictetus,Diatribat･,4･ll29-30･

40)cf･Tacitus,AnnaLe∫,15,6ト64サ̀liberteselinquoremillumlouiEiberaEon･:
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場合の自殺は,今日的な意味よりも広く,祖国のために身を犠牲にして戦うよ

うな場合も,あるいは治癒不可能な病気にたいしてただ生命を長びかせること

なく,むしろ安楽死を選ぶというような場合も含むような意味でもちいられて

いる｡

以上においてわれわれは,まず医療において問題にされる安楽死が古代では

自殺の文脈のなかであっかわれているということを確認した｡このことは古代

における安楽死がほとんどの場合には,任意的かつ耕極的な安楽死であったと

いうことを意味する｡消極的な安楽死は問題にされることはほとんどなかった

し,非任意的な安楽死のケースはすくなくとも倫理的な議論とみられることは

なかったということである｡また,われわれは舌代においては例外なく任意的

かつ鎌極的な安楽死が肯定されるべき自殺のひとつとして認められていること

を見た｡そ してストアの哲学から,安楽死が肯定される論拠としては人間の生

命の尊厳性がもっとも適当なものではないかと想定したのである｡

安楽死の問題は,生命の尊厳(SancdtyofLife,SOL)と生命の質(QualityofLife,

くさ)L)の二律背反をいかに解くかにかかっていると言うことができる｡そして,

古代の哲学者たちは,生命をいたずらに伸長させることに批判的である点では

軌を一にしていた｡今日では生命の専厳を絶対的な原理として,生命の質のほ

うはむしろ相対的な原理のようにみなされる傾向があるけれども,舌代ではそ

の逆のほうが当てはまると言ってよいであろう｡生命の質が主観的な判断を許

すように思われるのは,個人の福祉すなわち幸福を今日のわれわれがもはや絶

対的価値とすることができないからにほかならない｡しかしながら,何がその

個人にとってもっとも善であるか,もっとも利益なものとなるかは,ソクラテ

スが不断に問いかけた問題であったが,それはもともと容易に解答がえられる

というようなものではなかったはずである｡セネカには, ｢ただ生きることが

善ではなく,よく生きることが善である｡したがって,賢者とはしかるべき長

さだけ生きた者たちであって,生きることができるだけ生きた者たちのことで

はない(Nonenim viveretx)nun est,sedbenevivere.Itaquesapiensvivit,quantum

detkt,nOnquantum POteSt.)｣ 41)という言葉があるが,これによってひとは直ちに

｢生きることが大切なのではなく,善く生きることが大切なのである｣と育っ

た rクリトンJ)(48B)のソクラテスを想起するであろう｡個人の甘厳を守るこ

とは,何がもっともその人間にとって善いかの考察をぬきにしては語られない｡

安楽死の問題は,患者本人の利益を単純に語ることができないところにその困

41)EpisEuLaeMo,aEes,70,4･
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難さがあると言われているが,有益性や善を論じることを避けてとおることは

できないだろう｡すなわち,この間魔が難解であるのは,利益を語ることその

ことが困難であるか らではな く,われわれがたえず真筆に問いかけていかなけ

ればならない問題であるからだと思われる｡

(関西大学非常勤講師)
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